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大阪府では、土砂災害防止法に基づく基礎調査を完了し、２０１６年９月、土砂災害特別警戒

区域が８，３４５箇所、土砂災害警戒区域が７，７５８箇所の区域指定を完了した。今後は、法

第４条に基づき、２巡目調査を進めていく必要がある。指定完了までの業務と２巡目調査手法に

ついて紹介する。 
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１．はじめに 

大阪府では、２００１年４月に施行された「土砂

災害防止法」に基づき、２００５年より区域指定を

開始し、２０１６年９月に区域指定が完了した。そ

の結果、土砂災害警戒区域が８，３４５箇所、土砂

災害特別警戒区域が７，７５８箇所の指定がなされ

た。 

この法律は、土砂災害から国民の生命を守るため、

土砂災害のおそれのある区域についての危険の周知、

警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制、既

存住宅の移転促進等のソフト対策を推進しようとす

るものである。 

土砂災害防止法では、都道府県がまず土地の形状

などを調べることで土砂災害のおそれがある土地の

区域を明らかにし、法手続きを踏まえたうえで「区

域指定」し、官報などにより広くその区域を公表す

ることとなる。 

 

２．土砂災害防止法に基づく区域指定（一巡

目調査）について 

大阪府では、基礎調査を次のような箇所を対象と

し、調査を進めてきた。 

① すべての土砂災害危険箇所 

② 土砂災害危険箇所以外で地形図等により傾斜

度３０°以上、高さ５ｍ以上の地形の箇所 

③ 保全人家がない箇所でも一定規模以上の開発

可能な平坦地を有している箇所 

基礎調査の実施にあたっては、基礎調査委託の業

務を発注し、現地調査、区域設定を行う。その結果

をまとめ、市町村へ結果を通知し、市町村長へ意見

照会を行った後、区域指定となる。 

大阪府では、区域指定を行うにあたり、調査前に

土砂災害防止法の趣旨を説明し理解を求めた上で、

現地調査に入り区域指定を進めてきた。住民からの

反対意見がある箇所もあったが、反対者の理解が得

られるよう説明会などで丁寧な説明を行い、理解を

求めてきた。 

 

３．土砂災害防止法の改正（２０１４年）以

降の取り組み 

２０１４年８月２０日、広島県広島市では豪雨に

より１６６件の土砂災害が発生し、７４名の方が犠

牲となっている。これらの被害の多くが、土砂災害

防止法に基づき基礎調査を行っていたにも関わらず、
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区域指定まで至っていなかった区域で土砂災害が発

生した。このことがきっかけとなり、法改正につな

がっている。この改正に伴う変更点は、基礎調査結

果の公表が義務付けられたこと、土砂災害警戒情報

の市町村への通知及び一般への周知が義務付けられ

たこと、市町村地域防災計画へ避難場所、避難経路

等を明示することなどである。この法改正を受けて、

大阪府では、できるだけ早く土砂災害リスクを周知

し、「いざ」という時に自主的に避難行動を取れる

ようにすることを目指し、基礎調査の着手時点にお

いて調査予定箇所をホームページ等で公表すること

を独自の取り組みとして、基礎調査を進めることし

た（図－１）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、大阪府では、２０１７年３月までに府内の

すべての箇所を指定完了予定だったが、２０１４年

の知事記者会見の際に、残箇所を２０１６年９月ま

でに調査、指定するとの発言を受け、基礎調査の完

了を半年前倒しをすることとなった。大阪府内のそ

れまでの区域指定は、２００５年が第１回目の指定

であり、約１０年間で約４，０００箇所の区域指定

を行っているが、これとほぼ同箇所数が残箇所とし

て残っていた。これを約２年間で調査・指定するに

あたっては、さまざまな課題があった。 

①調書チェックなど職員の作業量が増大すること。

②地元・市町村調整など、行政担当者としての作

業が増大すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１ 法改正前と改正後の調査方法 

法改正後 法改正前 法改正後 
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③残箇所の基礎調査の業務委託を 1 年間で発注

し基礎調査を実施する必要があること。 

などが課題となった。それらの対応としては、 

① 外注することで職員の作業量を軽減 

② 職員増員、非常勤職員等を確保することで担

当者の負担を軽減 

③ 建設コンサルタントの確保、受注体制の確認

を行った上で、発注業務を行うとともに、２

０１４年度の補正予算を要求した。 

その結果、２０１６年９月、警戒区域８，３４５

箇所、特別警戒区域７，７５８箇所の区域指定が完

了した。（図－２、図－３） 

 

 

 

 

 

 

 

図－２ 区域指定箇所数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－３ 区域指定数の遷移 

 

４．２巡目区域指定方針について 

 今後は、法第４条に基づき、区域指定済の箇所及

び新たな区域指定が必要な箇所について基礎調査の

フォローアップを実施する必要があるため、平成２

８年度に調査手法等について検討を行った。調査に

ついては、区域指定済みの箇所はすべての箇所につ

いて、地形改変状況を確認し、また、その他に新た

に危険箇所が発生している可能性がないか確認する。

調査手順については、次のように実施する予定であ

る。（図－４） 

（１）資料収集 

区域指定時からの経年変化状況を把握するにあた

り、関連資料を収集する。 

（２） 地形改変状況の把握 

① 区域指定箇所の地形改変状況把握 

区域指定箇所の地形改変状況把握は、区域指定時

からの経年変化状況を把握するとともに、地形改

変等に伴う基礎調査実施（再調査）の必要性を判

断する。具体的には、全ての区域指定箇所につい

て、区域調書に記載されている空中写真と直近の

空中写真を見比べ、区域指定箇所及びその周辺に

おける開発による宅地造成や道路建設等による地

形改変の有無を目視で確認し、改変のある箇所を

抽出する。その箇所の現地確認を行い、地形改変

箇所のおよその高さ・範囲の確認、指定済み区域

調書との整合の確認、対策工施工の有無、土砂災

害発生の有無について目視確認および写真撮影を

実施し、基礎調査実施の必要性を判断する。 

② 新たな危険箇所発生状況の確認 

新たな危険箇所発生状況の確認は、開発等による

宅地造成や道路建設等の地形改変によって新たな

危険箇所が発生していないかを把握・確認すると

ともに、新規箇所発生に伴う基礎調査実施（新規

調査）の必要性を判断する。具体的には、大阪府

砂防基盤図の地形図と直近の空中写真を重ね合わ

せ、目視確認によって新たな住宅地の造成や道路

建設による新たな開発可能地の出現箇所を拾い出

し、斜面の有無、保全対象との位置関係などから、

新たな危険箇所となる可能性を有する箇所を候補

地として抽出する。抽出した箇所については、現

地確認で、対策施設の有無、斜面形状の確認、斜

面と保全対象の位置関係（２Ｈ以内か）等につい

て目視確認および写真撮影を実施し、基礎調査実

施の必要性の判断する。 

（３） 区域指定箇所の社会状況の把握 

区域指定箇所のうち、基礎調査の実施が必要で
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はないと判断された箇所では、社会状況の経年変

化状況を把握する。 土地利用状況や世帯数及び

人家戸数、 公共施設等の状況、関係法令の指定

状況、宅地開発の状況及び建築の動向などの調査

を行う。 

（４) 区域調書の更新 

 基礎調査の実施が必要ない箇所については、

「(3) 区域指定箇所の社会状況の把握」において把

握された地形改変及び社会状況の経年変化確認結果

をもとに、区域調書を更新する。 

（５）基礎調査の実施 

基礎調査の実施が必要な箇所では、大阪府土砂災

害防止法基礎調査マニュアル（急傾斜地の崩壊編）

に準拠して、区域設定のための基礎調査を実施する。

調査結果は区域調書等に取りまとめる。 

（１）～（５）の作業の結果、区域に変更があっ

た箇所や新たに区域指定する箇所については、１巡

目の基礎調査時と同様、市町村へ結果を通知し、市

町村長へ意見照会を行った後、区域指定となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．あとがき 

 土砂災害防止法に基づく区域指定は、今後の砂

防事業の基軸となるものと考えられる。８，３４５

箇所の区域指定を迅速に終えることができたのは、

本庁、事務所が連携し、関係部局、その他市町村に

もご協力いただいた結果である。 

大阪府では、１９８２年の土砂災害以降、土砂災

害による死者は出ていない。「大阪府内での土砂災

害による犠牲者ゼロ継続～人命を守ることを最優先

～」を基本理念とし、区域指定結果をもとに、今後

も、関係部局等と連携し、土砂災害対策の検討を進

めていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－４ ２巡目調査手法 
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